
長崎県 産業労働部 若者定着課

【成長分野高度人材育成支援事業の企画提案について】

今後成長が期待できる新産業の中心となって活躍できる、最先端

の知識や技術を有する高度人材の育成に関する補助事業について

の企画提案を募集します。

※地域社会雇用分野とは

平成31年2月1日（金）まで随時受付
※但し、予算がなくなり次第終了します。

受付期間

◆募集する事業の概略

１．対象とする分野

（１）海洋エネルギー関連産業

（２）再生可能エネルギーを活用する産業

（３）ＩＣＴ関連分野

（４）健康づくりサービス等の新たなサービス産業

（５）知事が特に必要と認めた分野

２．対象者

県内に本社又は事業所を置いている中小企業又は中堅企業

３．事業対象経費

新事業展開等に必要な人材育成を目的として、知識・技術取得

のため国内外の大学院や大学、企業等への派遣に要する経費
・入学料

・受講料（授業料）

・旅費（交通費、滞在費）

・研修等派遣中の社員人件費＜12ヶ月以上の長期研修のみ＞

・研修等派遣中の代替職員賃金＜12ヶ月以上の長期研修のみ＞ など

４．事業の補助率等

（１）長期（12ヶ月以上）研修（※１）

・補助率 2/3以内

・限度額 1人につき400万円まで（1社あたり原則1人）

（２）その他（15日間以上かつ75時間以上）研修

・補助率 1/2以内

・限度額 １人につき100万円まで（1社あたり原則1人）

※1．派遣元で勤務に従事させながら研修に派遣する場合には、別に定める数式

で算出する期間が12ヶ月以上となるものを対象とします。

※2．詳細は募集要領でご確認ください。



　

※

〒850-8570   長崎市尾上町3-1

担当　長崎県 産業労働部 若者定着課 　産業人材育成班

電話　095-895-2731 （ ダイヤルイン ） 　 FAX   095-895-2582

  http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/koudo-jinzai-koyosokushin-shokugyonoryokukaihatsu/329911.html

（事前確認・申請・問い合わせ先）

検索

研修例

新分野への展開の中心となる人材を育成するために、人材育成計画の
目的に沿った2つの研修を受講することも可能です。
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提案応募から交付までの流れ（標準例）

募集要項は長崎県のホームページをご覧ください
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①企画提案の応募②提案の採択

③補助金交付申請の提出

④交付決定通知⑤研修等への派遣

⑥中間検査の実施

⑦研修等の派遣終了 ⑧実績報告書の提出

⑨確定検査、確定通知

⑩補助金交付請求

⑪補助金支払

◆１．事業の採択は、審査委員会で決定します。
◆２．採択された企画提案事業についての成長分野高度人材育成支援事業補助金交付申請書が提出され

れば、書類の不備などない限り、長崎県知事名による補助金の交付決定を行います。
◆３．原則として，平成３１年３月３１日までに実施される研修（研究）を対象とします。

ただし，企画提案書で平成３１年４月１日以降も事業実施することが必要である旨を説明し、審

査委員会が合理的な理由であると認めた場合には，その期日までを事業期間とすることが可能です。
◆４．事業完了後の実績報告書の提出を受け，実績額が確定した後に，精算払により支払いますので、

それまでの間は補助事業者の経費負担となります。

①提案の提出

企画提案する研修の例

先進企業での12ヶ月間の実務研修

大学院の研修生として12ヶ月間就学

研究機関の研究生として3ヶ月間研究に従事

先進資格を取得するための

セミナーを10日間受講

先進企業で1週間の

実務研修＋ （※）


